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アナログ放送の終了に伴う受信契約の手続き等の規定

アナログ放送の終了に伴う受信契約の終了について、手続きを確実かつ円滑に実施する
ため、手続き内容を新たに規定

■ 完全デジタル化に向け、ＮＨＫは諸準備を進めており、地上デジタル中継局の整備等により、アナロ
グ放送終了時までにデジタル放送の世帯カバー率を１００％にしていく予定。

■ しかしながら、デジタル放送が視聴可能な地域にお住まいであっても、アナログ放送の終了時に、デ
ジタル放送を受信できる受信設備を設置されないケースも一部に想定される。

■ ＮＨＫの受信契約については、放送法第３２条第１項に「協会の放送を受信することのできる受信設
備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。（後略）」と定めら
れおり、アナログ放送が終了する時点で、デジタル放送を受信できる受信設備を設置されていない場
合、受信契約の対象とはならない。

■ このため、現在はアナログ放送の受信設備を設置し受信契約を締結しているものの、アナログ放送
が終了する時点でデジタル放送を受信できる受信設備を設置されていない場合、その受信契約を終
了させることが必要となる。

■ こうしたアナログ放送の終了に伴う受信契約の終了については、従来の解約とは異なる手続きが必
要となるため、具体的な手続き内容をあらたに規定。

■ あわせて、アナログ放送の終了に伴わない、受信機の廃止等に伴う通常の解約についても、アナロ
グ放送の終了に伴う手続きと同様の手続きを整備する。
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アナログ放送の終了に伴う受信契約の手続き等の概要
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【アナログ放送終了後】
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＊届け出内容を確認させていた
だいたうえで、必要な処理をさ
せていただきます。

地 上 契 約

契約必要なし

アナログ受信設備
受信機の廃止等に伴う通常の解約につい
ては、内容確認等の手続きをあらためて規
定に整備します。
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ワンセグ受信機、アナログ受信機
にデジタルチューナーを接続して
いる場合等を含みます

＜地上契約のみのケース＞
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放送受信料免除における免除事由の確認調査について

より一層適正に免除制度を運用するため、ＮＨＫによる確認調査により、免除の事由の
存続が確認できない場合、届け出がなくとも免除を終了することを規定

■ 放送受信料放送受信料の免除については、「日本放送協会放送受信料免除基準」に基づき公的扶助
受給者や市町村民税非課税の障害者等を対象に実施。（平成２２年度末２９３万件）

■ 免除の適用を希望する場合、免除を受けようとする理由等を記載した申請書と理由の証明書等をＮＨＫ
に提出。免除の事由が消滅したときは、遅滞なく、その旨をＮＨＫに届け出ていただくことが「日本放送協
会放送受信規約」において規定。

■ しかしながら、公的扶助の受給状況や市町村民税の課税状況の変更等で免除事由が消滅した場合で
も、ＮＨＫへの届け出を失念される方等がおり、全ての方から遅滞なく届け出をいただくことが困難な状
況にある。

■ こうした状況のもと、ＮＨＫでは免除を適用されている方の免除事由の継続について、免除事由の証明
先に定期的に確認調査を実施しているが、本人が調査に同意されない場合や証明先の事情等により、
この確認調査を実施できない場合が一部にある。

■ このため、確認調査の実施について受信規約に規定するとともに、より一層適正に免除制度を運用す
るため、確認調査等によりＮＨＫが免除事由の存続を確認できない場合、免除を終了することを規定。

■ なお、 東日本大震災の被災地については、確認調査の実施が困難であることが想定されるため、適用
を１年間延伸することを規定。
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放送受信料免除における免除事由の調査の流れ
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免除継続
（自動更新）

免除終了

・収入要件が免除事由の場合（公的扶助受給者等）：１年

・それ以外の場合（視覚・聴覚障害者等）：２年
確認頻度

免除事由の証明先（地方公共団体等）に事由の存続を照

会すること等により調査

調査ができない場合は、本人に事由の証明書を提出
していただくことで確認

確認方法

※災害被災が免除の適用
要件となっている場合は、
確認調査は実施しない。

事由の存続
が不明

免除終了
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